
割賦販売法に基づく認定団体としての苦情処理のスキーム 
(原則として割賦販売法の適用を受ける取引について) 

 
協会相談室 

 

当該会員 
(消費者相談対応部門) 

消費者 
(申出者) 

消費生活センター等 

調査・処
理依頼 

回答 

報告 

③ ④ 
相談・苦情内容の確認 

本人の属性の確認 

意思の確認 

② 

⑤ 

相談・苦情 

回答 

① 

相談・苦情
内容の調査 

解決に向けた対応 

⑥ 

⑥ 
⑦ 
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